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１. 市民会館 【 市民センター：31-4995 】

（１）施設使用料金 

 改正後(円) 改正前(円) 

室名 
午前９時～ 

正午 

午後１時～ 

午後５時 

午後６時～午

後９時３０分

午前９時～ 

正午 

午後１時～ 

午後５時 

午後６時～午

後９時３０分

大 

ホール 

平日 ３６，６６０ ４６，４４０ ５５，０００ ３６，０００ ４５，６００ ５４，０００

土日休 ４１，５５０ ５１，３３０ ５８，６６０ ４０，８００ ５０，４００ ５７，６００

小 

ホール 

平日 ９，１６０ １０，３８０ １１，６１０ ９，０００ １０，２００ １１，４００

土日休 ９，７７０ １１，６１０ １３，４４０ ９，６００ １１，４００ １３，２００

大楽屋 ２，３４０ ２，８５０ ３，０５０ ２，３００ ２，８００ ３，０００

中楽屋 １，８３０ ２，０３０ ２，２４０ １，８００ ２，０００ ２，２００

下手楽屋 １，１２０ １，３２０ １，４２０ １，１００ １，３００ １，４００

小楽屋 １，０１０ １，１２０ １，２２０ １，０００ １，１００ １，２００

上手楽屋 １，１２０ １，３２０ １，４２０ １，１００ １，３００ １，４００

１０１室 １，４２０ １，８３０ ２，０３０ １，４００ １，８００ ２，０００

１０２室 １，２２０ １，３２０ １，５２０ １，２００ １，３００ １，５００

２０１室 １，４２０ １，８３０ ２，０３０ １，４００ １，８００ ２，０００

２０２室 １，４２０ １，８３０ ２，０３０ １，４００ １，８００ ２，０００

２０３室 ３，６６０ ４，２７０ ４，６８０ ３，６００ ４，２００ ４，６００

２０４室 １，３２０ １，４２０ １，７３０ １，３００ １，４００ １，７００

２０５室 １，３２０ １，４２０ １，７３０ １，３００ １，４００ １，７００

２０６室 １，０１０ １，１２０ １，２２０ １，０００ １，１００ １，２００

２０７室 ７１０ ８１０ １，０１０ ７００ ８００ １，０００

２０８室 ８１０ ９１０ １，０１０ ８００ ９００ １，０００

３０１室 ５，６００ ６，６２０ ７，３３０ ５，５００ ６，５００ ７，２００

３０２室 １，３２０ １，４２０ １，７３０ １，３００ １，４００ １，７００

３０３A室 １，３２０ １，４２０ １，７３０ １，３００ １，４００ １，７００

３０３B室 １，３２０ １，４２０ １，７３０ １，３００ １，４００ １，７００

３０４室 １，０１０ １，１２０ １，２２０ １，０００ １，１００ １，２００

４０１室 ７，１２０ ８，３５０ ９，５７０ ７，０００ ８，２００ ９，４００

４０３室 １，４２０ １，８３０ ２，０３０ １，４００ １，８００ ２，０００

多目的ホール ６，３１０ ７，３３０ ７，３３０ ６，２００ ７，２００ ７，２００
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（２）附属設備等使用料金 

場所 種別 品 名 単位 改正後(円) 改正前(円) 

大 

ホール 

舞台装置 

せりピット １式 ４，２７０ ４，２００

反響板 １式 ６，１１０ ６，０００

所作台 １式 ７，９４０ ７，８００

平台 １式 ４，２７０ ４，２００

屏風 １双 ３，０５０ ３，０００

ひ毛せん １式 ２，４４０ ２，４００

指揮台 １台 ８１０ ８００

演台 １台 ６１０ ６００

楽器 
スタインウェイ D型ピアノ １台 １５，８８０ １５，６００

ヤマハ CFピアノ １台 ７，９４０ ７，８００

音響装置 

音響装置 １式 １，８３０ １，８００

エレベーターマイクロホン １本 １，８３０ １，８００

マイクロホン １本 １，８３０ １，８００

ワイヤレスマイクロホン １本 ２，４４０ ２，４００

カセットテープレコーダー １台 １，８３０ １，８００

CDデッキ １台 １，８３０ １，８００

ステージスピーカー １式 １，８３０ １，８００

モニタースピーカー １台 ８１０ ８００

照明装置 

シーリングライト １式 １，８３０ １，８００

ボーダーライト １列 １，８３０ １，８００

サスペンションライト １列 １，８３０ １，８００

ホリゾントライト １列 １，８３０ １，８００

サイドフロントライト １式 １，８３０ １，８００

トーメンタルライト １式 １，８３０ １，８００

バックギャラリーライト １式 ３，０５０ ３，０００

センターピンスポットライト １台 １，８３０ １，８００

ハロゲンピンスポットライト １台 １，８３０ １，８００

エフェクトマシン １台 １，８３０ １，８００

スポットライト 1KW 以下 １台 ８１０ ８００

スポットライト 1.5KW 以下 １台 １，０１０ １，０００

ソースフォー １台 １，０１０ １，０００

ミラーボール １台 １，８３０ １，８００

スモークマシン １台 ４，２７０ ４，２００

映写装置 

35m／m映写機 １式 ９，７７０ ９，６００

16m／m映写機 １式 ６，１１０ ６，０００

液晶プロジェクター １式 ３，０５０ ３，０００

DVD・ブルーレイディスクプレーヤー １台 ８１０ ８００

その他 浴室 １室 １，８３０ １，８００
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場所 種別 品 名 単位 改正後(円) 改正前(円) 

小 

ホール 
舞台装置 

平台 １式 ２，４４０ ２，４００

演台 １台 ６１０ ６００

楽器 ヤマハ G３ピアノ １台 ４，８８０ ４，８００

照明装置 
スポットライト １式 １，８３０ １，８００

増設ライト １台 ８１０ ８００

映写装置 液晶プロジェクター １台 ３，０５０ ３，０００

音響装置 

マイクロホン １本 １，２２０ １，２００

ワイヤレスマイクロホン １本 １，２２０ １，２００

テープレコーダー １台 １，２２０ １，２００

音響装置 １式 １，８３０ １，８００

本館 

茶道具 

茶用道具 １式 １，８３０ １，８００

御園棚 １式 ３，０５０ ３，０００

毛せん １式 ８１０ ８００

映写装置 

液晶プロジェクター １式 ３，０５０ ３，０００

ビデオテープレコーダー・ 

DVD プレーヤー
１台 ８１０ ８００

音響装置 

マイクロホン １本 ８１０ ８００

ワイヤレスマイクロホン １本 ８１０ ８００

テープレコーダー １台 ８１０ ８００

その他 

金屏風 １双 ２，４４０ ２，４００

展示パネル １式 ２，４４０ ２，４００

所作台 １式 ４，８８０ ４，８００
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２. 公民館 【 市民センター：31-4995 】

（１）施設使用料金 

 改正後(円) 改正前(円) 

室名 
午前９時～ 

正午 

午後１時～ 

午後５時 

午後６時～午

後９時３０分

午前９時～

正午 

午後１時～ 

午後５時 

午後６時～午

後９時３０分

１１３室 １，４２０ １，８３０ ２，０３０ １，４００ １，８００ ２，０００

１１４室 ２，９５０ ３，４６０ ３，７６０ ２，９００ ３，４００ ３，７００

１１５室   ７１０   ８１０ １，０１０ ７００ ８００ １，０００

１１６多目的室 ３，９７０ ４，６８０ ５，２９０ ３，９００ ４，６００ ５，２００

２１１室 １，４２０ １，８３０ ２，０３０ １，４００ １，８００ ２，０００

２１２室 １，１２０ １，３２０ １，７３０ １，１００ １，３００ １，７００

２１３幼児室 １，７３０ １，９３０ ２，３４０ １，７００ １，９００ ２，３００

２１４料理室 ４，１７０ ４，８８０ ５，６００ ４，１００ ４，８００ ５，５００

２１５美術室 ３，１５０ ３，６６０ ４，１７０ ３，１００ ３，６００ ４，１００

２１６工芸室 １，６２０ １，９３０ ２，２４０ １，６００ １，９００ ２，２００

２１７室 ２，５４０ ２，９５０ ３，１５０ ２，５００ ２，９００ ３，１００

２１８講義室 ３，０５０ ３，５６０ ３，７６０ ３，０００ ３，５００ ３，７００

２１９音楽室 ８，７５０ １０，３８０ １１，８１０ ８，６００ １０，２００ １１，６００

２１９音楽室控室 ５００ ６１０ ７１０ ５００ ６００ ７００

２２０和室 １，６２０ １，９３０ ２，２４０ １，６００ １，９００ ２，２００

展示場 ６，３１０ ７，３３０ ７，３３０ ６，２００ ７，２００ ７， ２００

（２）附属設備等使用料金 

種別 品名 単位 改正後(円) 改正前(円) 

映写装置 

液晶プロジェクター １台 ３，０５０ ３，０００

ビデオテープレコーダー・ 

DVD プレーヤー 
１台 ８１０   ８００

音響装置 

マイクロホン １本 ８１０   ８００

ワイヤレスマイクロホン １本 ８１０   ８００

テープレコーダー １台 ８１０   ８００

音楽関係 

ピアノ １台 １，８３０ １，８００

指揮台 １台 ６１０ ６００

譜面台 １組 ６１０ ６００

美術・ 

工芸関係 

イーゼル １組 ８１０ ８００

モデル台 １式 ８１０ ８００

陶芸窯 １式 １，８３０ １，８００

電動式ろくろ １組 ８１０ ８００

スポットライト １台 ６１０ ６００

その他 
ロッカー １区分 ９１０  ９００

スチール棚 １区分 １，２２０ １，２００
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３. 地区集会所（※） 【 市民参画課：38-2007 】

（１）施設使用料金

集会所 

部屋 

改正後 (円) 改正前 (円) 

午前 9時～

正午 

午後 1時～

午後 5時 

午後 6時～

午後9時

30分 

午後 11時

～翌日午前

8時 

午前 9時～

正午 

午後 1時～

午後 5時 

午後 6時～

午後 9時

30 分 

午後 11時

～翌日午前

8時 

打出 

洋室 

A 2,030 2,440 2,850 ― 2,000 2,400 2,800 ―

B 710 810 1,010 ― 700 800 1,000 ―

C 1,220 1,520 1,830 3,660 1,200 1,500 1,800 3,600

D 810 1,010 1,120 ― 800 1,000 1,100 ―

翠ケ丘

洋室 

A 2,030 2,440 2,850 ― 2,000 2,400 2,800 ―

B 1,120 1,220 1,420 2,850 1,100 1,200 1,400 2,800

C 710 810 1,010 ― 700 800 1,000 ―

D 710 810 1,010 ― 700 800 1,000 ―

竹園 

洋室 

A 710 810 1,010 ― 700 800 1,000 ―

B 710 810 1,010 ― 700 800 1,000 ―

C 1,220 1,520 1,830 3,660 1,200 1,500 1,800 3,600

D 1,420 1,730 2,030 4,070 1,400 1,700 2,000 4,000

前田 

洋室 

A 2,030 2,440 2,850 ― 2,000 2,400 2,800 ―

B 710 810 1,010 ― 700 800 1,000 ―

C 710 810 1,010 ― 700 800 1,000 ―

D 810 1,010 1,120 2,240 800 1,000 1,100 2,200

朝日 

ケ丘 

洋室 

A 2,030 2,440 2,850 ― 2,000 2,400 2,800 ―

B 710 810 1,010 ― 700 800 1,000 ―

C 710 810 1,010 2,030 700 800 1,000 2,000

D 610 710 810 1,620 600 700 800 1,600

同 

和室 

A 710 810 1,010 ― 700 800 1,000 ―

B 710 810 1,010 ― 700 800 1,000 ―

春日 

洋室 

A 710 810 1,010 ― 700 800 1,000 ―

B 2,240 2,540 2,950 ― 2,200 2,500 2,900 ―

C 610 710 810 ― 600 700 800 ―

D 710 810 1,010 ― 700 800 1,000 ―

E 1,220 1,520 1,830 3,660 1,200 1,500 1,800 3,600

潮見 

A 810 1,010 1,120 ― 800 1,000 1,100 ―

B 2,030 2,440 2,850 ― 2,000 2,400 2,800 ―

C 710 810 1,010 ― 700 800 1,000 ―

D 810 1,010 1,120 2,240 800 1,000 1,100 2,200

E 810 1,010 1,120 2,240 800 1,000 1,100 2,200

F 710 810 1,010 ― 700 800 1,000 ―

浜風 

A 2,030 2,440 2,850 ― 2,000 2,400 2,800 ―

B 710 810 1,010 ― 700 800 1,000 ―

C 810 1,010 1,120 2,240 800 1,000 1,100 2,200

D 610 710 810 ― 600 700 800 ―
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E 610 710 810 ― 600 700 800 ―

集会所 

部屋 

改正後 (円) 改正前 (円) 

午前 9時～

正午 

午後 1時～

午後 5時 

午後 6時～

午後9時

30分 

午後 11時

～翌日午前

8時 

午前 9時～

正午 

午後 1時～

午後 5時 

午後 6時～

午後 9時

30 分 

午後 11時

～翌日午前

8時 

奥池 

洋室 

A 2,030 2,440 2,850 5,700 2,000 2,400 2,800 5,600

B 710 810 1,010 2,030 700 800 1,000 2,000

西蔵 

洋室 

A 2,030 2,440 2,850 ― 2,000 2,400 2,800 ―

B 810 1,010 1,120 ― 800 1,000 1,100 ―

C 810 1,010 1,120 2,240 800 1,000 1,100 2,200

＊D 610 710 810 ― 1,000 1,100 1,200 ―

大原 

洋室 

A 810 1,010 1,120 ― 800 1,000 1,100 ―

B 2,030 2,440 2,850 ― 2,000 2,400 2,800 ―

C 710 810 1,010 ― 700 800 1,000 ―

D 610 710 810 ― 600 700 800 ―

E 1,730 1,930 2,240 4,480 1,700 1,900 2,200 4,400

茶屋 

洋室 

A 2,030 2,440 2,850 ― 2,000 2,400 2,800 ―

B 710 810 1,010 ― 700 800 1,000 ―

C 710 810 1,010 ― 700 800 1,000 ―

D 810 1,010 1,120 2,240 800 1,000 1,100 2,200

三条 

洋室 

A 710 810 1,010 ― 700 800 1,000 ―

B 710 810 1,010 ― 700 800 1,000 ―

C 1,420 1,730 2,030 4,070 1,400 1,700 2,000 4,000

D 1,420 1,730 2,030 ― 1,400 1,700 2,000 ―

＊ 西蔵集会所のＤについては，和室から洋室への改修に伴う料金改定をあわせて 

行っています。 

４. あしや市民活動センター（※） 【 市民参画課：38-2007 】

（１）施設使用料金 

室名 

改正後(円) 改正前(円) 

午前 9時

30 分～正

午 

午後 1時～

午後 3時 

午後 3時～

午後 5時 

午前 9時

30 分～正

午 

午後 1時～

午後 3時 

午後 3時～

午後 5時 

会議室 A 600 480 480 500 400 400

会議室 B 600 480 480 500 400 400

会議室 C 1,560 1,320 1,320 1,300 1,100 1,100

会議室 D 1,440 1,200 1,200 1,200 1,000 1,000

多目的室 360 240 240 300 200 200

オープンスペース１ 4,200 3,360 3,360 3,500 2,800 2,800

オープンスペース２ 1,080 960 960 900 800 800
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５. 潮芦屋交流センター（※） 【 広報国際交流課：38-2008 】 

（１）施設使用料金

（ア）国際交流センター 

室名 

改正後 (円) 改正前 (円) 

午前 9時～

正午 

午後 1時～

午後3時 

午後 3時～

午後5時 

午後 6時～

午後9時

30分 

午前 9時～

正午 

午後 1時～

午後3時 

午後 3時～

午後5時 

午後 6時～

午後9時

30 分 

201 室 ２，４４０ １，４２０ １，４２０ ３，１５０ ２，４００ １，４００ １，４００ ３，１００

202室 ２，４４０ １，４２０ １，４２０ ３，１５０ ２，４００ １，４００ １，４００ ３，１００

203室 ２，４４０ １，４２０ １，４２０ ３，１５０ ２，４００ １，４００ １，４００ ３，１００

204室 ２，２４０ １，３２０ １，３２０ ２，９５０ ２，２００ １，３００ １，３００ ２，９００

205室 １，３２０ ８１０ ８１０ １，７３０ １，３００ ８００ ８００ １，７００

206 調理

室・試食室
４，１７０ ２，４４０ ２，４４０ ６，０００ ４，１００ ２，４００ ２，４００ ５，９００

（イ）潮芦屋集会所 

  室名 

改正後(円) 改正前(円) 

午前 9時～

正午 

午後 1時～ 

午後 5時 

午後 6時～

午後 9時 30

分 

午前 9時～

正午 

午後 1時～ 

午後 5時 

午後 6時～午

後 9時 30 分

101 室 １，７３０ １，９３０ ２，２４０ １，７００ １，９００ ２，２００

102 室 １，２２０ １，５２０ １，８３０ １，２００ １，５００ １，８００

103 室 ７１０ ８１０ １，０１０ ７００ ８００ １，０００

104 和室 １，０１０ １，１２０ １，２２０ １，０００ １，１００ １，２００

 （ウ）屋外交流広場 

区分 改正後(円) 改正前(円) 

テニスコートＡ～Ｃ 各時間帯区分・２時間 １，４４０ １，２００

（２）附属設備等使用料金 

品名 単位 改正後(円) 改正前(円) 

液晶プロジェクター  １式 ２，０３０ ２，０００

ブルーレイディスクプレーヤー  １台 １，０１０ １，０００

多目的室音響装置  １式 １，８３０ １，８００
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204室，205室音響装置  １式 １，０１０ １，０００

品名 単位 改正後(円) 改正前(円) 

多目的室ワイヤレスマイクロホン  １本 ８１０ ８００

ＣＤデッキ  １台 ８１０ ８００

６.男女共同参画センター 【 男女共同参画推進課：38-2023 】

（１）施設使用料金 

室名 

改正後(円) 改正前(円) 

午前９時３０

分～正午 

午後１時～

午後３時 

午後３時～

午後５時 

午前９時３０

分～正午

午後１時～

午後３時

午後３時～

午後５時

大会議室１ １，６２０ １，３２０ １，３２０ １，６００ １，３００ １，３００

大会議室２ １，３２０ １，１２０ １，１２０ １，３００ １，１００ １，１００

７.福祉センター 【 福祉センター：31-0612 】

（１）施設使用料金 

室名・区分 改正後(円) 改正前(円) 

会議室１ 

午前９時～正午 ３，３６０ ３，３００

午後１時～午後５時 ４，４８０ ４，４００

午後６時～午後９時３０分 ３，９７０ ３，９００

会議室２ 

午前９時～正午 ２，３４０ ２，３００

午後１時～午後５時 ３，０５０ ３，０００

午後６時～午後９時３０分 ２，６４０ ２，６００

多目的ホール 

午前９時～正午 ７，１２０ ７，０００

午後１時～午後５時 ９，５７０ ９，４００

午後６時～午後９時３０分 ８，３５０ ８，２００

調理・実習室 

午前９時～正午 ８，８６０ ８，７００

午後１時～午後５時 １１，８１０ １１，６００

午後６時～午後９時３０分 １０，２８０ １０，１００

運動室 

午前９時～正午 ４，６８０ ４，６００

午後１時～午後５時 ６，２１０ ６，１００

午後６時～午後９時３０分 ５，３９０ ５，３００
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（２）附属設備等使用料金 

品 名 改正後(円) 改正前(円) 

プロジェクター １，０１０ １，０００

多目的ホール音響設備 ２，０３０ ２，０００

会議室１音響設備 １，５２０ １，５００

ワイヤレス拡声器 １，０１０ １，０００

８. 老人福祉会館 【 高齢介護課：38-2044 】

（１）施設使用料金 

室名・品名 改正後(円) 改正前(円) 

１１１大広間 １２，０１０ １１，８００

１１２和室 ２，２４０ ２，２００

舞台 １，６２０ １，６００

スポットライト ８１０ ８００

マイクロホン ８１０ ８００

ワイヤレスマクロホン ８１０ ８００

テープレコーダー ８１０ ８００

レコードプレーヤー  ８１０ ８００

金屏風 ２，４４０ ２，４００
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９.自転車駐車場（※） 【 建設総務課：38-2063 】

（１）施設使用料金 

区分

改正後(円) 改正前(案) 

定期使用 定期使用 

１月 ３月 １月 ３月 

ＪＲ芦屋駅北 

自転車駐車場 

自転車 

地下 

１階 
２，０３０ ５，６００ ２，０００ ５，５００ 

地下 

２階 
１，４２０ ３，８７０ １，４００ ３，８００ 

原動機付

自転車 

地下 

１階 
３，０５０ ８，３５０ ３，０００ ８，２００ 

地下 

２階 
２，１３０ ５，８００ ２，１００ ５，７００ 

阪神芦屋駅南自転車駐車

場，阪神芦屋駅西自転車駐

車場  

自転車 ２，０３０ ５，６００ ２，０００ ５，５００ 

原動機付

自転車 
３，０５０ ８，３５０ ３，０００ ８，２００ 

阪神打出駅前自転車駐車

場，阪神打出駅南自転車駐

車場，阪急芦屋川駅北自転

車駐車場，阪急芦屋川駅南

松ノ内自転車駐車場，ＪＲ

芦屋駅南自転車駐車場１～

４，６及び９ 

自転車 １，５２０ ４，２７０ １，５００ ４，２００ 

原動機付

自転車 
２，５４０ ７，３３０ ２，５００ ７，２００ 

阪急芦屋川駅南月若自転車

駐車場 
自転車 ２，０３０ ５，６００ ２，０００ ５，５００ 

１０. 自動車駐車場 【 建設総務課：38-2063 】

（１）施設使用料金 

駐車場所 改正後(円) 改正前(円) 

JR芦屋駅北 

駐車場 

月額料金 

地下１階 ３３，０００ ３０，０００

地下２階 ２９，７００ ２７，０００

地下３階 ２７，５００ ２５，０００
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１１. 都市公園（※）

（１）総合公園                     【 道路・公園課：38-2062 】

（ア）施設使用料金 

施設の種類・使用区分 改正後(円) 改正前(円) 

陸上競技場 

一般 

大人１回 ４８０ ４００

学生１回 ２４０ ２００

陸上競技場 

専用 

平日１時間 ４，０７０ ４，０００ 

土･日･休１時間 ４，８８０ ４，８００ 

第１スポーツコート

専用 
土･日･休１時間 ６１０ ６００ 

第２スポーツコート

専用 

平日 午前９時～正午  

１時間 
２，０３０ ２，０００ 

平日 正午～午後６時  

１時間 
５，０９０ ５，０００ 

平日 午後６時～午後１０

時 １時間 
６，１１０ ６，０００ 

土･日･休 午前９時～午後

１０時 1時間 
６，１１０ ６，０００ 

会議室 １時間 １，０１０ １，０００ 

駐車場 
大型自動車  

１台・１回 
２，０３０ ２，０００ 

（イ）附属設備等使用料金 

設備の種類 改正後(円) 改正前(円) 

第２スポーツコート照明  １時間 ９１０ ９００

展示用ボード  １式・１日 １，０１０ １，０００

（２）海浜公園                     【 スポーツ推進課：22-7910 】

（ア）施設使用料金 

施設の種類・使用区分 改正後(円) 改正前(円) 

水泳プール  

専用 

２時間 ６１，１１０ ６０，０００

追加１時間ごと ３０，５５０ ３０，０００

温水プール 大人１回券 ８１０ ８００



12 

一般 大人回数券 ８，１４０ ８，０００

施設の種類・使用区分 改正後(円) 改正前(円) 

温水プール 

一般 

子供回数券 ４，０７０ ４，０００

大人１月使用券 ６，５１０ ６，４００

子供１月使用券 ３，２５０ ３， ２００

（３）東浜公園・西浜公園               【 スポーツ推進課：22-7910 】

（ア）施設使用料金 

施設の種類・使用区分 改正後(円) 改正前(円) 

庭球場 １時間 ６１０ ６００

（４） 中央公園                  【 スポーツ推進課：22-7910 】

（ア）施設使用料金 

施設の種類・使用区分 改正後(円) 改正前(円) 

野球場，芝生広場，専用 １時間 １，８３０ １，８００

（イ）附属設備等使用料金 

設備の種類 改正後(円) 改正前(円) 

野球場照明  ３０分 ２，１３０ ２，１００

（５）川西運動場                    【 スポーツ推進課：22-7910 】

（ア）施設使用料金 

施設の種類・使用区分 改正後(円) 改正前(円) 

運動場 専用 １時間 ７２０ ６００

（６）芦屋公園                    【 スポーツ推進課：22-7910 】

（ア）施設使用料金 

施設の種類・使用区分 改正後(円) 改正前(円) 

庭球場 専用 
平日 １時間 １，５２０ １，５００

土･日･休 １時間 ２，０３０ ２，０００
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（７） 朝日ケ丘公園                  【 スポーツ推進課：22-7910 】

（ア）施設使用料金 

施設の種類・使用区分 改正後(円) 改正前(円) 

水泳プール 

一般 

大人１回券 ４８０ ４００

子供１回券 ２４０ ２００

水泳プール 

専用 

２時間 ７２，０００ ６０，０００

追加１時間ごと ３６，０００ ３０，０００

１２. 体育館・青少年センター（※） 【 スポーツ推進課：22-7910 】

（１）施設使用料金 

（ア）専用使用 

  室名 

改正後(円) 改正前(円) 

午前 9時～

午前 11時

50分 

正午～午後

2時 50分

午後 3時～

午後 5時

50 分 

午後 6時～

午後8時

50分 

午前 9時～

午前 11時

50 分 

正午～午後

2時 50分

午後 3時～

午後5時

50分 

午後 6時～

午後8時

50 分 

競技場 12,240 12,240 12,240 24,480 10,200 10,200 10,200 20,400

剣道場 2,040 2,040 2,040 5,040 1,700 1,700 1,700 4,200

柔道場 2,040 2,040 2,040 5,040 1,700 1,700 1,700 4,200

弓道

場 

弓道 

使用 
2,040 2,040 2,040 5,040 1,700 1,700 1,700 4,200

その他

使用 
3,120 3,120 3,120 7,320 2,600 2,600 2,600 6,100

控え室 1,680 1,680 1,680 2,640 1,400 1,400 1,400 2,200

多目的室(1) 720 720 720 1,320 600 600 600 1,100

多目的室(2) 1,440 1,440 1,440 2,160 1,200 1,200 1,200 1,800

多目的室(3) 2,400 2,400 2,400 4,080 2,000 2,000 2,000 3,400

大会議室 2,400 2,400 2,400 4,080 2,000 2,000 2,000 3,400

第１会議室 840 840 840 1,560 700 700 700 1,300

第２会議室 720 720 720 1,320 600 600 600 1,100

第１研修室 1,560 1,560 1,560 2,400 1,300 1,300 1,300 2,000

第２研修室 1,560 1,560 1,560 2,400 1,300 1,300 1,300 2,000

音楽室 2,160 2,160 2,160 3,000 1,800 1,800 1,800 2,500

多目的 

研修室 
960 960 960 1,800 800 800 800 1,500
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（イ） 一般使用 

区分 改正後(円) 改正前(円) 

トレーニング室 
１回 ３６０ ３００

回数券（１１枚綴り） ３，６００ ３， ０００

（２）附属設備等使用料金 

品名 単位 改正後(円) 改正前(円) 

アリーナ放送設備 １式 １，０１０ １，０００

アリーナ空調設備 １式 ７１０ ７００

物品ロッカー（大） １台 ２，０３０ ２，０００

物品ロッカー（小） １台 １，０１０ １，０００

１３. 学校園 【 教育委員会管理課：38-2086 】

（１）施設使用料金

種別 時間帯区分 改正後(円) 改正前(円) 

講堂 

精道小学校 

宮川小学校 

午前８時～午後５時 ３，６００ ３，０００

午後５時～午後９時３０分 ４，８００ ４，０００

午前８時～午後９時３０分 ８，４００ ７，０００

その他の 

学校 

午前８時～午後５時 ２，４００ ２，０００

午後５時～午後９時３０分 ３，６００ ３，０００

午前８時～午後９時３０分 ６，０００ ５，０００

遊戯室 

午前８時～午後５時 １，８００ １，５００

午後５時～午後９時３０分 ２，４００ ２，０００

午前８時～午後９時３０分 ４，２００ ３，５００

教室その他の室 

１教室につき 

午前８時～午後５時 １，４４０ １，２００

午後５時～午後９時３０分 ２，１６０ １，８００

午前８時～午後９時３０分 ３，６００ ３，０００

校庭 

午前８時 

～午後５時 

午前 １，２００ １，０００

午後 １，２００ １，０００

午後５時～午後９時３０分 １，８００ １，５００
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午前８時～午後９時３０分 ３，０００ ２，５００

１４. 打出教育文化センター 【 打出教育文化センター：38-7130 】

（１）施設使用料金 

室名・使用時間 改正後(円) 改正前(円) 

大会議室 

午前９時～正午  ４，３７０ ４，３００

午後１時～午後５時  ５，０９０  ５，０００

午後６時～午後９時３０分  ５，７００ ５，６００

小会議室 

午前９時～正午  １，４２０ １，４００

午後１時～午後５時 １，７３０  １，７００

午後６時～午後９時３０分 １，９３０  １，９００

和室 

午前９時～正午 ２，２４０ ２，２００

午後１時～午後５時 ２，５４０ ２，５００

午後６時～午後９時３０分 ２，８５０ ２，８００

１５. 美術博物館（※） 【 生涯学習課：38-2115 】

（１）施設使用料金 

区分 改正後(円) 改正前(円) 

特別展示観覧料（１人につき）  
２，０３０

（上限額）

２，０００

（上限額）

特別観覧料 

撮影 

（１点１日につき） 

モノクロ（出版等の収入が

伴う場合） 
１，０１０ １，０００

カラー（出版等の収入が伴

う場合） 
２，０３０ ２，０００

講義室 

午前１０時～正午 ２，８５０ ２，８００

午後１時～午後４時３０分 ４，３７０ ４，３００

午前１０時～午後４時３０分 ７，２３０ ７，１００

体験学習室 
午前１０時～正午 ４，１７０ ４，１００

午後１時～午後４時３０分 ６，８２０ ６，７００
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午前１０時～午後４時３０分 １１，０００ １０，８００

１６. 谷崎潤一郎記念館（※） 【 生涯学習課：38-2115 】

（１）施設使用料金 

区分 改正後(円) 改正前(円) 

観覧料（特別展示）（１人につき） 
１，０１０

(上限額)

１，０００

(上限額)

特別観覧料 

撮影 

（１点１日につき）

モノクロ（出版等の収入が伴

う場合） 
１，０１０ １，０００

カラー（出版等の収入が伴う

場合） 
２，０３０ ２，０００

館外貸出料（１件につき） 
１０，１８０

(上限額)

１０，０００

(上限額)

講義室 
午前９時～正午 １，４２０ １，４００

午後１時～午後５時 １，８３０ １，８００

１７. 霊園 【 環境課：38-3105 】

種別・単位 改正後(円) 改正前(円) 

霊園維持費（普通・芝生） １平方メートルにつき 年額１，２２０ 年額１，２００

１８. 市立幼稚園預かり保育料 【 教育委員会管理課：38-2085 】

区分 改正後(円) 改正前(円) 

市立幼稚園の預かり保育料 

（春季，夏季及び冬季の休業日） 
日額 ９００ ８００

市立幼稚園の預かり保育料 

（上記以外の日） 
日額 ４５０ ４００

１９. 督促手数料 【 債権管理課：38-2014 】

督促手数料 改正後(円) 改正前(円) 

督促状   １通 ８０ ７０
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２０. 道路幅員証明 【 道路・公園課：38-2062 】

手数料名称 改正後(円) 改正前(円) 

道路幅員証明 １件 ３６０ ３００

２１. 廃棄物処理                         

（１）し尿汲取手数料                     【 環境課：38-2050 】

種別 改正後(円) 改正前(円) 

事業活動に伴う仮設便

所のし尿汲取（＊） 

１回当たり６００リット

ルにつき 
２０，３７０ ２０，０００

＊現在，市による汲取は実施していません。 

（２）死獣処理手数料                     【 環境課：38-2050 】

種別 改正後(円) 改正前(円) 

死獣 

大型犬等 ３，０５０ ３，０００

中型犬等 ２，５４０ ２，５００

小型犬等 ２，０３０ ２，０００

（３）一般廃棄物処理手数料                【 環境施設課：32-5391 】

種別 改正後(円) 改正前(円) 

一般廃棄物 
１０キログラム超 

１００キログラムまで 
１，０８０ ９００

（４）特定家庭用機器再商品化法施行令で定める機械器具の処理手数料 

【 環境施設課：32-5391 】 

取扱区分・種別 改正後(円) 改正前(円) 

特定家庭用機器再

商品化法施行令で

定める機械器具の

処理手数料（市が

収集する場合） 

冷蔵庫，冷凍庫 ７，０２０ ６，９００

エアコンディショナー， 

洗濯機，衣類乾燥機 
６，４１０ ６，３００

テレビジョン受信機 ４，２７０ ４，２００

特定家庭用機器再

商品化法施行令で

定める機械器具の

冷蔵庫，冷凍庫， 

エアコンディショナー， 

洗濯機，衣類乾燥機 

５，１９０ ５，１００
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処理手数料（市の

施設に搬入する場

合） 

テレビジョン受信機 ３，６６０ ３，６００

（５）植木の剪定廃棄物処理手数料             【 収集事業課：22-2155 】

品目 改正後(円) 改正前(円) 

植木剪定廃棄物処

理手数料  

２ｔ運搬車に２／３を超える 

積載量 
６，０００ ５，０００

２ｔ運搬車に１／３から 

２／３までの積載量 
３，６００ ３，０００

２ｔ運搬車に１／３までの 

積載量 
１，８００ １，５００

（６）一時多量ごみ処理手数料               【 収集事業課：22-2155 】

品目 改正後(円) 改正前(円) 

一時多量ごみ処理

手数料  

２ｔ運搬車に２／３を超える 

積載量 
１４，４００ １２，０００

２ｔ運搬車に１／３から 

２／３までの積載量 
９，６００ ８，０００

２ｔ運搬車に１／３までの 

積載量 
４，８００ ４，０００


